
 

 

三重県障害者（児）施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者総合支援法（平成１７年法律第１２３号）、児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）、障害者総合支援法施行規則（平成１８年厚生

労働省令第１９号）及び児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）

に定めるもののほか、障害者（児）施設・事業者の業務管理体制の整備の届出

に関し必要な事項を定める。 

 

（業務管理体制の届出） 

第２条 障害者総合支援法第５１条の２第２項、第５１条の３１第２項、児童福

祉法第２１条の５の２６第２項、第２４条の１９の２、第２４条の３８第２項

の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第３４条の２８第１項、第３

４条の６２第１項、児童福祉法施行規則第１８条の３８第１項、第２５条の２

３の２第１項及び第２５条の２６の９第１項に掲げる事項について第１号及び

第２号様式により行うものとする。 

 

（届出事項の変更の届出） 

第３条 障害者総合支援法第５１条の２第３項、第５１条の３１第３項、児童福

祉法第２１条の５の２６第３項、第２４条の１９の２、第２４条の３８第３項

の規定による届出事項の変更の届出は、障害者総合支援法施行規則第３４条の

２８第２項、第３４条の６２第２項、児童福祉法施行規則第１８条の３８第２

項、第２５条の２３の２第２項及び第２５条の２６の９第２項に掲げる事項に

ついて第３号及び第４号様式により行うものとする。 

 

（区分の変更の届出） 

第４条 障害者総合支援法第５１条の２第４項、第５１条の３１第４項、児童福

祉法第２１条の５の２６第４項、第２４条の１９の２、第２４条の３８第４項

の規定による区分の変更の届出は、障害者総合支援法施行規則第３４条の２８

第３項、第３４条の６２第３項、児童福祉法施行規則第１８条の３８第３項、

第２５条の２３の２第３項及び第２５条の２６の９第３項に掲げる事項につい

て第１号及び第２号様式により行うものとする。 

 

（関係機関への情報提供） 

第５条 知事は、第２条から前条までの規定による届出に関し、国、市町村に対

して、情報を提供することができる。 

 

（実施細目） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、障害者（児）施設・事業者の業務管理体



 

 

制の整備の届出に関して必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附則 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



 

 

三重県障害者（児）施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要領 

 

(目的) 

第１条 この要領は、「障害者（児）施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に

関する要綱」(以下「要綱」という。) 第６条の規定に基づき、業務管理体制の

届出に関し必要な事項を定め、業務の円滑な処理をはかることを目的とする。 

 

(所管) 

第２条 この業務は、子ども・福祉部障がい福祉課(以下「障がい福祉課」という。)

が所管する。 

 

(届出事項の届出先) 

第３条 障害者（児）施設・事業者は、要綱第２条から第４条に係る届出を行う

場合は、各号様式に関係書類を添え、障がい福祉課に届け出るものとする。 

 ２ 障害者（児）施設・事業者は、事業所数の変更により、第３号様式及び第

４号様式に記載の「７」又は「８」を追加する必要が生じた場合は、当該様

式の該当項目番号に○印を付け、関係書類を添えて障がい福祉課に届け出る

ものとする。 

 

(届出事項に係る事務処理) 

第４条 障がい福祉課は、障害者（児）施設・事業者から前条の書類の提出を受

けた場合は、記載内容の確認を行うとともに、必要に応じ事業者に指示を行う。

届出を受けた場合は、届出事項に誤りがないかの確認を行うとともに、情報の

データ入力及び管理を行わなければならない。 

 

(届出期日) 

第５条 新たに障害者（児）施設・事業者となった者については、障害者（児）

施設・事業所の指定を受けた日から１４日以内に、要綱２条の届出を行わなけ

ればならない。 

 ２ 要綱第３条及び第４条に規定された変更に係る届出については、変更が生

じた日から１４日以内に行わなければならない。 

 

附則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 


